
無添付資料　有無

　環境基本計画は地球温暖化対策実行計画に規定する施策を包含したより広範な計画であるこ
とから、環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画の改定時期（平成32年度）にあわせ、こ
れらを統合しより効率的な計画の進行管理を目指す。

　茅ヶ崎市環境基本計画（２０１１年版）の目標や重点施策を達成するため、毎年の環境施策
に関する取り組み状況について、環境審議会から答申として評価いただき、次年度の施策展開
に反映を図っているが、答申をいただくにあたり２～３回の審議会及び8回の分科会を実施し
ている。
　一方、環境政策課において茅ヶ崎市地球温暖化対策実行計画を所管しており、同様に温暖化
対策推進協議会において評価を行っており、答申をいただくにあたり４～５回の協議会を開催
している。
　双方の各会を同時期に開催することもあり、計画の内容が一部重複していることもあるた
め、さらなる効率的な運営について検討する必要がある。

１　現状における課題

３　改善により期待できる効果

２　業務改善の趣旨及び具体的内容

　現行、環境審議会と温暖化対策推進協議会の２つの会の運営を、計画を統合することで一本
化し、より効率的な運営ができるようになり、結果として審議会に対する委員報酬、事務に従
事する職員数や会議録作成に伴う支出等の削減効果が見込まれる。

次期環境基本計画との統合に向けた検討見直しのタイトル
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環境政策課



環境審議会及び温暖化対策推進協議会に対し、計画統合及び環境審議会と温暖化対策協議会の
統合について主旨説明し了承を得られた。また、環境審議会と温暖化対策推進協議会の統合及
び次期地球温暖化対策実行計画を次期環境基本計画へ統合することについて盛り込んだ「茅ヶ
崎市次期環境基本計画策定方針」を、環境調整会議を経て方向性を固めた。

3月まで　環境審議会及び温暖化対策協議会において計画の統合について検討。
3月まで　環境基本計画改定に向けた方向性を検討。

５　実施結果の振り返り

４　実施スケジュール（概要）


